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ア
メ
リ
カ
法
に
お
け
る
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則並

木

和

夫

序一
取
締
役
の
相
違
責
任

二
相
違
責
任
の
原
則
を
認
め
た
判
例
と
冨
色
色
切

g
z
o
窓
口
。
弓
。E
2
8

〉
与
の
対
応

三
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
締
役
会
の
機
能
の
変
化
と
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則

四
日
本
法
と
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
｜
｜
ま
と
め
に
代
え
て
｜
｜

序

ア
メ
リ
カ
で
は
近
時
、
判
例
に
よ
っ
て
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
（
U
S
E
s
a

ロ
2
0
Z
え
巴
即
時
o
g
E
E
E
P

富
山
守
）
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
原
則
は
、
取
締
役
の
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
は
、
当
該
取
締
役
の
会
社
業
務
へ
の
掛
か
り
合
い
の
程
度
、およ
び

専
門
的
知
識
の
有
無
に
よ
っ
て
異
な
り
、
そ
の
一
例
は

社
内
取
締
役
（
吉
田
広
∞
伝
吋
o
a
s
）
と
社
外
取
締
役
（
2
2
日
向
。
円
山
町
o
o
g吋
）
と
の

聞
に
お
い
て
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
理
解
で
あ
り
、
本
稿
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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取
締
役
の
相
違
責
任
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の
履
行
の
程
度
が
、
そ
の
者
の
地
位
お
よ
び
置
か
れ
た
状
況
な
ど
に
よ
っ
て
異

な
る
か
ど
う
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
法
上
、
変
遷
が
あ
る
。
回
同
・
山
崎

m
－m
d
可
－
m
H肩
口
富
山
口
何
事
件
を
リ
i
デ
ィ
ン
グ
・
ケ
l
ス
と

取
締
役
に
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
（
含
許
可
。
同82
）

す
る
判
例
法
は
、
取
締
役
が
病
気
ま
た
は
老
齢
で
あ
る
こ
と
は
、
取
締
役
の
注
意
義
務
の
履
行
を
免
除
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
た

(2
>

が
、
他
方
、
冨
r
Z
Z
8
4

・
H
V
Sロ
吋
事
件
に
お
い
て
は
、
取
締
役
は
、
一
過
性
の
病
気
に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
を
免
責
事
由
と
す
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
多
年
に
わ
た
っ
て
慢
性
的
疾
患
に
か
か
り
、
取
締
役
と
し
て
の
職
務
に
励
む
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
取
締

役
の
地
位
に
留
ま
る
権
利
が
な
い
と
同
時
に
、
取
締
役
と
し
て
の
責
任
を
拒
む
権
利
も
な
く
、
被
告
は
、
取
締
役
の
地
位
に
留
ま
り
、

自
己
の
名
声
を
も
っ
て
銀
行
に
対
す
る
第
三
者
の
信
用
を
集
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
よ
り
生
じ
た
結
果
に
つ
い
て
責
任
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
：
：
：
、
肉
体
上
の
状
況
が
注
意
義
務
の
履
行
に
専
念
す
る
の
を
長
期
間
に
わ
た
っ
て
妨
げ
る
な
ら

ば
、
そ
の
職
を
辞
任
し
て
、
取
締
役
と
し
て
の
職
務
の
遂
行
が
可
能
な
者
に
道
を
譲
る
べ
き
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、

〉
F
S
Z
D
4

・
〉
足
。
2
8

事
件
に
お
い
て
は
、
健
康
を
害
し
て
取
締
役
会
に
出
席
し
な
か
っ
た
銀
行
の
取
締
役
に
関
し
て
、
健
康
を

害
し
た
後
に
辞
任
す
る
迄
の
期
間
に
つ
き
、
あ
る
い
は
彼
が
直
ち
に
辞
任
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
、
何
等
の
過
失
も
認
め
ら
れ
な
い

。
z
g

品
。
戸
時4・
H
w
m
H
げ
す
事
件
に
お
い
て
は
、
取
締
役
が
健
康
を
害
し
、
静
養
の
た
め
に
漫
遊
中
で
不
在

と
判
示
し
て
お
り
、
他
方
、

で
あ
っ
た
場
合
に
つ
き
、
彼
の
不
在
が
長
引
い
た
結
果
と
し
て
生
じ
た
損
失
に
つ
い
て
は
免
責
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
判
決
し
て

い
る
。

こ
の
よ
う
に
、

コ
モ
ン
・
ロ
ー
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
が
、
病
気
ま
た
は
老
齢
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
免
責
が
認
め
ら
れ
る
場

合
も
あ
れ
ば
、
免
責
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
っ
た
が
、
取
締
役
が
遠
隔
地
に
居
住
し
て
お
り
、
・
交
通
が
不
便
で
あ
る
こ
と
が
、
取



(7V 

締
役
会
に
欠
席
し
た
正
当
事
由
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
判
例
は
一
般
に
こ
れ
を
否
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
取
締
役
が
新
任
者

で
あ
っ
て
無
経
験
で
あ
る
こ
と
が
、
取
締
役
が
注
意
義
務
の
履
行
を
怠
っ
た
こ
と
の
正
当
事
由
と
な
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
も
、
判
例

は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
た
。
し
か
し
、
業
務
執
行
取
締
役
（
宮
S
2
2
5
8
9
E
高
岳
g
a
s

）
と
非
業
務
執
行
取
締
役

9
8
0
5
8
P也
認

。
吋
包
i
由
。
ミ
丘g
a
s

）
と
の
聞
に
、
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
に
差
異
を
設
け
る
の
が
正
当
で
あ
る
と
す
る
学
説
は
、
古
く
か
ら
存
在

し
て
い
た
。

か
く
し
て

い
く
つ
か
の
場
合
に
お
い
て
、
特
定
の
種
類
の
取
締
役
に
対
し
て
重
い
注
意
義
務
を
課

コ
モ
ン
・
ロ
i
に
お
い
て
は
、

し
た
り
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
を
軽
減
し
て
来
た
。

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）

一
般
の
取
締
役
よ
り
も
厳
重
な
注
意
義
務
が
負
わ
さ
れ
て
い
る
と

す
る
判
決
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
出
。
ロ
ロS
1
4

－
S
E
C
H
O
題
。
。
・
事
件
に
お
い
て
は
、
役
員
兼
務
取
締
役
は
、
常
時
会
社
の
業
務

第
一
に
、
役
員
兼
務
取
締
役
（
。
由
g
吋
ム
町
宮
古
吋
）に
つ
い
て
は

を
運
営
す
る
た
め
に
選
任
さ
れ
、
そ
の
職
務
に
相
当
す
る
報
酬
が
支
払
わ
れ
て
い
る
た
め
に
、
他
の
取
締
役
よ
り
高
度
の
注
意
義
務
が

要
求
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
無
報
酬
の
取
締
役
と
同
様
の
原
則
に
よ
っ
て
裁
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
判
示
し
た
一
方
、
喝
。
日E
2
4

・

出
口
問
。
目
。
ユ
事
件
に
お
い
て
は
、
取
締
役
は
、
会
社
の
業
務
の
運
営
お
よ
び
管
理
を
行
な
う
に
際
し
、
相
当
な
注
意
と
勤
勉
さ
を
用
い

な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
取
締
役
が
何
等
の
報
酬
を
も
支
払
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
こ
と
は
取
締
役
を
か
か
る
義
務
か
ら
解
放
す

る
も
の
で
は
な
い
司
と
判
示
し
た
。

第
二
に
、
執
行
委
員
会
（
R
o
g
江
4
0
8
5

ヨ
5
0
0
）
の
構
成
員
で
あ
る
取
締
役
に
対
し
て
は
、

同
9
4
9
H】
’
一
伊
口
問

F
4
・
。
。
巳
仏
事
件
に
お
い
て
は
、

リ

l

デ
ィ
ン
グ
・
ケ
ー
ス
で
あ
る

一
般
の
取
締
役
よ
り
も
、
よ
り
詳
細
に
会
社
の
運
営
に
つ
い
て
注
意
を
な
す
べ
き
こ
と

が
要
求
さ
れ
る
、
と
判
示
し
た
。
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一
九
六
八
年
三
月
二
九
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
南
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
舌
ロ
H
H
a
m
g
g田
盟
国
可
玄
。
。
号
Y
守
口
F
a
n
g
m
E
O
件
。
同
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年
に
か
け
て
、
そ
の
売
上
は
、
八

O
万
ド
ル
か
ら
三
三
O
万
ド
ル
に
増
加
し
た
。
国
号
。
可
ぽ
の
経
営
方
針
は
、
僅
か
の
手
付
金
で
建

設
を
請
負
い
、
ボ
ー
リ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
が
完
成
し
て
顧
客
に
引
き
渡
さ
れ
た
時
点
で
、
数
年
に
わ
た
っ
て
支
払
わ
れ
る
約
束
手
形
に

よ
っ
て
残
金
の
支
払
を
受
け
、
こ
れ
を
金
融
機
関
に
よ
っ
て
割
引
い
て
も
ら
っ
て
現
金
を
得
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
後
、
経
営
方
針

は
、
ポ
ー
リ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
の
内
装
と
建
物
自
体
を
区
別
し
、
ポ
ー
リ
ン
グ
・
セ
ン
タ
ー
が
完
成
す
る
と
、
内
装
を
金
融
業
者
に
売

却
し
、
そ
の
対
価
と
し
て
契
約
金
額
相
当
額
の
支
払
を
受
け
、
次
い
で
金
融
業
者
が
∞
号
。
可
ぽ
の
顧
客
ま
た
は
宮
吋
の
可
ぽ
の
子
会

社
に
対
し
て
内
装
を
リ
ー
ス
し
、
後
者
の
場
合
は
、
さ
ら
に
内
装
を
宮
、
ろ

F
E
m
の
顧
客
に
対
し
て
リ
ー
ス
す
る
も
の
と
な
っ
た
。

し

ち、

し

い
ず
れ
の
方
針
を
採
っ
た
場
合
で
も

E
H
（
〕
可
目
白
は
支
払
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
常
に
運
転
資
金
は
不
足
し

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）

が
ち
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
経
営
の
拡
大
と
と
も
に
著
し
く
な
り
、
か
く
て
、
運
転
資
金
の
不
足
を
補
う
た
め
に
転
換
劣
後
社
債

（
ロ8
2
5
V
H
o
g
g
E
Z
E
a
r
4
8
2

吋
O
）
が
発
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、

一
九
六
一
年
三
月
三
O
日
に
、
社
債
の
発
行
に
関
す
る
仮
登

録
届
出
書
（
Z
M判
官
可9
2
8
m
g
g
g
g

ご
ロ
胃
島
区

g
q
r
g

）
が
証
券
取
引
委
員
会
（
S
o
p
g

号
5
8

仏
同
州
各
自
向
。
。
。
自
己
富
山
。
ロ
）
に

提
出
さ
れ
、
二
回
に
わ
た
る
修
正
の
後
、
同
年
五
月
一
六
日
に
発
効
し
、
社
債
の
発
行
は
成
功
の
う
ち
に
、
同
日
締
め
切
ら
れ
た
。

し
か
し
、
そ
の
こ
ろ
、
回
旬
。
可
ぽ
は
、
顧
客
か
ら
の
債
権
の
取
立
に
困
難
を
来
し
て
お
り
、
ま
た
、

一
九
六
二
年
に
は
、
ポ
1

リ

ン
グ
業
界
は
過
当
競
争
の
状
態
と
な
り
、
資
金
が
不
十
分
な
ポ
ー
リ
ン
グ
場
は
倒
産
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
態
の
も
と

で
、
切
m
H
の
｝
弓
ぽ
は
、
資
金
繰
り
の
た
め
に
新
株
の
発
行
を
試
み
た
が
失
敗
に
終
わ
り
、

同
年
一
O
月
二
九
日
に
破
産
法
第
一
一
章
に

も
と
づ
く
債
務
整
理
を
裁
判
所
に
申
請
し
、
社
債
に
対
す
る
利
息
の
支
払
を
怠
っ
た
。

そ
こ
で
、
社
債
の
取
得
者
で
あ
る
回
ω
8
2

等

が
、
社
債
の
発
行
に
際
し
て
証
券
取
引
委
員
会
に
提
出
さ
れ
た
登
録
届
出
書
に
重
大
な
虚
偽
記
載
（
g
p
g
E
H
E

恵
国
E
2
5
8

仲
間
）
と
重

大
な
欠
落
（
5
9
2
ユ
巴

o
E
富
山
富
田
）
が
あ
る
と
し
て

一
九
三
三
年
証
券
法
（
∞S
号
5
2

〉
三
第
一
一
条
に
も
と
づ
き
、
登
録
届
出
書

457 

の
署
名
者
、
証
券
発
行
引
受
業
者

お
よ
び
切
旬
。
『
江
田
の
会
計
監
査
人
（
伊
豆
ロ
母
国
）
等
に
対
し
て
、
。
同
州

v
m
m
m
w
$
目
。
ロ

（
ロ
ロ
仏
O
『
4司
ユ
宮
吋
田
）
、



を
提
起
し
て
、
損
害
賠
償
責
任
を
追
及
し
た
。
登
録
届
出
書
の
署
名
者
と
し
て
責
任
を
追
及
さ
れ
た
者
の
中
に
は
、
出

ω
、

締
役
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
内
訳
は
、
役
員
兼
務
者
（
。
由
。
母
ム
可
S
H
O『
）
が
五
名
（
社
長
S
Z
宮
、
執
行
担
当
副
社
長
型
混
血
。
、
副
社
長

の
取

458 

H
v
a
E
O
君
、
財
務
担
当
役
員
同
町
o
v
o円
、
総
務
担
当
役
員
回
目
白
号
2
5

）

四
名
の
内
、
以
前
、
回
旬
。
日
弓
目
白

で
あ
り
、
残
余
の
四
名
は
役
員
を
兼
務
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら

の
顧
問
弁
護
士
事
務
所
に
所
属
し
て
い
た
。
H
1
9ロ
一
い
は
一
九
六
O
年
一
O
月
に
取
締
役
と
な
り

以
前
、
社
債
の
発
行
引
受
業
者
に
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
所
属
し
て
い
た
の
。
H
O
E
S－
一
も
〉
g
F
ロ
仏S

お
よ
び

H
0
2
0と
共
に
、

九

六
一
年
四
月
一
七
日
に
取
締
役
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

原
告
の
主
張
に
対
し
て
、
被
告
等
は
、
こ
れ
を
否
定
す
る
と
と
も
に
、
証
券
法
第
一
一
条
ω
項
附
号
ω
お
よ
び
O
に
も
と
づ
く
抗
弁

を
提
出
し
て
争
っ
た
。
第
一
一
条

ω
項
は
、
ε

：
：
：

g

匂
2
8
F

。
p
a
s
s
s
o
g
g
F
a
F
州V
H
H
Zロ
P
E
O－
－
：
：
d
q
g
m
V包
】
m
g

宮
古

s
o
F
戸H
E
S

。
同
可
。
。
同
l
1
3

（
「
発
行
者
以
外
の
者
は
、
次
の
事
実
を4証
明
す
る
と
き
は
、
責
任
を
負
わ
な
い
。
」
）と
規
定
し
て
お
り
、
こ
れ
を

受
け
て
、
ω
号
ω
は
、
E

（
寄
与
）
：
：
：
g
g

向
。E
m
g

可
宮
ユ
え

5
0

志
向
日
早5
2
。
ロ
事
色
。
官
。
己
ロ
♀
吉
弓
。
ュz
m
g
g
E

脚
色
。

。
ロ
けF
o
m
v
H
H

己
回
。
】
1山
許
可
。
同
m
wロ

O
M門
司O
H
1
A
y

－
－
：
・
H
M
O
F
m
v

仏
w
m
w片
品
、
。
】

1
】1
0
9
m。
ロ
m
vず
目
。
日HH
4
0孤
立
問mv
t。ロ
・
時O
m
v
m。ロ
m
w
F
H
O
問
H
1。
ロ
ロ
島
品
、
。
F
O
E
0
4
0
m
v

ロ
仏

虫
色
げ
O
出
2
0

・
巳
5
0
t
目
。

2
0
F
同
居
立
。
同
任
。
志
向
日
早
g

立
。
ロ
己
主
。
E
S

け
ず
o
g
E
O
O

局
。a
z
o
－
F
巳

m
g
g
E
g
け

5
2
0
Z

4
2
2

可
5
8

島
S
m
Hけ
け
げ
足
。
4
5
m
g

。
吉
富
山
富
山
。
ロZE

向5
0
9
5
m
v
g
z
m
H皆旦
】
1
2
巳
吋
a
s
g
a
g
z
ι
5
2
0

山
口
。
吋
出
。gm
’

a
p
H
1吋
件
。
g
p
w
o
P
O
E
m
5
0
E
Sけ
ロ
。
け
臣
官
目
。
包
宮
岡
ョ
（
「
登
録
届
出
書
中
、

専
門
家
の
権
威
に
も
と
づ
か
ず
に
作
成
さ
れ
た
部
分
に
つ
き
、
相

当
な
調
査
を
し
た
後
、
届
出
書
の
記
載
が
真
実
で
あ
り
、
か
っ
届
出
書
に
記
載
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
重
要
な
事
実
ま
た
は
届
出
書
の
記
載
が
誤
解
さ

れ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
要
な
事
実
の
欠
落
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
登
録
届
出
書
の
当
該
部
分
の
効
力
が
発
生
し
た
時
点
に
お
い
て
、
信
ず
る
に
足

る
相
当
な
根
拠
を
有
し
て
お
り
、
か
っ
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
い
た
こ
と
。
」
）
と
規
定
し
、
ω
号
紛
は
、
（
吾
忠
｝
】10宮
注
目m
p
D

匂
宮
ユ

a
s
o

g

岡
山
昇g
t
g

事
与
。
官
。
丘
町
信
号
。
ユ
目
指SZ
E
9

品
。
。
ロ
仲
F
o
g
s

。
z
q

ぇ

g
o
M
H
｝O
E
－
－
：
：
・
同

M
O
F
包

5
5
9
8
g
z
o



相
官
．
。
ロ
ロ
円
四

s
t
o
－
日40
9

ロ
品
仏
日
仏
ロ
♀σ
。
日
目
4
0
・
m
5
5
0
t
5
0
2
0
F
H

福
岡
1け
。
時
5
0
】1
0間
宮
可
与
問
。
ロ
専
問
仲

o
g
g

仲
ゲ
。
。
。EO
O

向
。
。
広40

・

寄
与

5
0
己
主
。
E
g

け
5
2
0
山
口
当O
H
1
0
E
M許
可
口
。
。
吋
寄
与5
2
0
4
3
m
g

。
皆
目
富
山
。
ロ
吉
田
け
阿
世
件
。

9
5
9
g
z
p
H
F
Oけ
g
ρ
丘
吉
弘
g

g
m
け
己
＆
5
2
0
山
口
。
吋
ロ0
0
0器

m
v
q
g
白
色
8
5
0

己
主
。
E
g
g
s
2
0

日
ロ
ロ
己
宮
古
H
O包
宮
崎
ョ
（
「
登
録
届
出
書
中
、
専
門
家
の
権
威
に

も
と
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
部
分
に
つ
い
て
、
当
該
登
録
届
出
書
中
の
記
載
が
真
実
で
な
か
っ
た
こ
と
、
登
録
届
出
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重

要
な
事
実
も
し
く
は
当
該
記
載
が
誤
解
さ
れ
な
い
た
め
に
必
要
な
重
要
な
事
実
が
欠
落
し
て
い
た
こ
と
を
、
当
該
部
分
の
効
力
が
発
生
し
た
時
点
に
お

い
て
、
信
じ
る
に
足
り
る
相
当
な
根
拠
を
も
た
ず
、
か
っ
そ
の
よ
う
に
信
じ
て
も
い
な
か
っ
た
こ
と
。
」
）
と
規
定
し
て
い
る
。
第
一
一
条

ま
た
、

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）

判
例
項
は
、
」
ロ
品
。
け

S
E
E
間
同
。
吋p
o
H）
戸
肖H
5
m
o。
同
唱
。g
四
時P
H】
｝
戸
（
ω
）
a
g
z
o
o
t
。
ロ
（
ゲ
）
え
匹
目mg
a
z
p

当
日
戸
主
8

ロ
a
z
g
g
a

H
1＠m
v
a。ロ
9
ず
H
m
w山H
H
J詔
m・E
向
。
立
。
ロ
笹
口
円
四
月

o
m
w
m。
口
。
ずH
m
w問
】1。
ロ
ロ
品
目
可
。
H
1
t
oロ0
］
ア
己M
O
m
A
u
m
w

ロ
仏O
H
1品
。
同
盟
w
m
v
m
w

。
ロ
9
ヴ
一
｛
φ
ロ
o
m
m
w
a
v
m
v

ロ
F
O
仲
町
内
F許

可
。ρ
回
目
吋
色
。
同m
w
胃
ロ
含
己
H
5
5。
ロ
宮
け
F
O
E
S
m
v向
。5
8

甘
え

E
m
u
g
宮
ュ
υ
1・3

（
「
本
条ω
項
ω
号
の
相
当
な
調
査
お
よ
び
信
ず
る
に
つ

い
て
の
相
当
な
根
拠
と
は
、
自
己
の
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
十
分
な
注
意
を
払
う
者
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
も
の
と
す
る
。
」
）
と
規
定
し
て
い

る
。以

上
を
要
約
す
る
と
、
本
件
で
の
争
点
は
、

ω
登
録
届
出
書
に
虚
偽
の
事
実
が
記
載
さ
れ
て
い
た
か
、
あ
る
い
は
誤
解
さ
れ
な
い
た

め
に
記
載
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
実
の
記
載
が
欠
落
し
て
い
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
伸
仮
に
、
虚
偽
の
事
実
が
記
載
さ
れ

て
い
た
り
事
実
の
記
載
が
欠
落
し
て
い
た
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
事
実
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
お
よ
び
り
こ
れ

ら
の
事
実
が
重
要
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
被
告
等
は
右
抗
弁
事
実
の
立
証
に
成
功
し
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
、
の
三
点
で
あ
る
。

原
告
等
は
、
登
録
届
出
書
中
の
目
論
見
書
に
お
け
る
虚
偽
記
載
と
欠
落
を
主
張
し
、
判
決
の
認
定
に
よ
る
と
、
監
査
が
行
な
わ
れ
て

い
な
い
一
九
六
0
年
度
の
売
上
高
と
営
業
利
益
は
、
そ
れ
ぞ
れ

一
一
パ
ー
セ
ン
ト
過
大
に
表
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
監
査
事
務
所
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に
よ
る
監
査
が
行
な
わ
れ
た
一
九
六

0
年
度
の
貸
借
対
照
表
中
の
流
動
資
産
は
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
偶
発
債
務
は
三
三
パ
ー
セ
ン
ト
、



そ
れ
ぞ
れ
過
大
に
表
示
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
監
査
が
行
な
わ
れ
て
い
な
い
一
九
六
一
年
度
の
偶
発
債
務
は
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
過
小

に
表
示
さ
れ
て
い
た
上
に
、
直
接
債
務
ま
で
も
が
こ
れ
に
含
ま
れ
て
お
り
、
総
売
上
高
と
総
利
益
は
、
そ
れ
ぞ
れ
三
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
460 

お
よ
び
九
一
パ
ー
セ
ン
ト
過
大
に
表
示
さ
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
未
処
理
注
文
が
一
八
六
パ
ー
セ
ン
ト
過
大
に
表
示
さ
れ
て
い
た
。

こ
の
ほ
か
司
目
論
見
書
の
本
文
に
お
い
て
は
、

一
九
六
一
年
五
月
一
六
日
現
在
、
役
員
か
ら
の
多
額
の
借
り
入
れ
は
存
在
し
な
い
と
記

載
さ
れ
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
三
八
万
六
千
ド
ル
余
の
借
金
が
存
在
し
、
さ
ら
に
、
社
債
の
発
行
に
よ
る
手
取
金
の
使
途
が
記
載
さ

れ
て
い
た
も
の
の
、
こ
れ
は
虚
偽
記
載
で
あ
っ
て
誤
解
を
生
じ
さ
せ
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
判
決
は
、
こ
れ
ら
の
虚
偽
記

載
の
内
、

の
手
取
金
の
使
途
の
開
示
の
僻
怠
は
、

一
九
六
一
年
度
の
売
上
高
お
よ
び
総
利
益
の
過
大
表
示
、
お
よ
び
偶
発
債
務
の
過
小
表
示
、
役
員
か
ら
の
借
り
入
れ
と
社
債

い
ず
れ
も
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
の
虚
偽
記
載
ま
た
は
記
載
漏
れ
に
該
当
す
る
と
判
断
し
た
。

つ
ぎ
に
判
決
は
、
被
告
等
の
責
任
に
関
し
て
、
監
査
事
務
所
に
よ
る
監
査
を
受
け
て
い
な
い
部
分
に
つ
い
て
被
告
全
員
に
こ
れ
を
認

め
た
が
、
監
査
事
務
所
に
よ
る
監
査
を
受
け
た
部
分
に
つ
い
て
は
、
回
目g
g

回
目
を
除
く
全
て
の
社
内
取
締
役
に
こ
れ
を
認
め
た
も
の

の
、
社
外
取
締
役
に
は
全
て
こ
れ
を
否
定
し
、
第
一
一
条
ω
項
ω
号
付
が
規
定
す
る
「
信
ず
る
に
足
る
相
当
な
根
拠
」
の
有
無
の
判
断

に
際
し
て
取
締
役
が
用
い
る
べ
き
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
に
、
社
内
取
締
役
と
社
外
取
締
役
と
の
間
で
差
別
を
設
け
て
判
断
し
た
。

す
な
わ
ち
、
回
目
吋
ロ
ず
m
v
c
g

は
、
会
社
の
会
計
帳
簿
や
財
務
取
引
の
内
容
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
、
同ν
o
p
y冨m
w弓
乱
o
w

会
計
事
務
所
が
監
査
し
た
一
九
六
0
年
度
の
会
計
数
字
に
関
し
て
は
、
そ
の
監
査
を
信
頼
す
る
権
利
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
第

一
一
条
ω
項
ω
号
ω
が
規
定
す
る
信
頼
の
抗
弁
を
認
め
た
が
、
他
の
社
内
取
締
役
は
、
虚
偽
の
事
実
の
記
載
ま
た
は
記
載
が
誤
解
さ
れ

な
い
た
め
に
記
載
さ
れ
る
事
実
の
記
載
の
欠
落
の
基
礎
を
な
す
事
実
を
知
っ
て
い
た
た
め
、
信
ず
べ
き
相
当
な
根
拠
は
な
い
と
強
力
に

推
定
し
、
信
頼
の
抗
弁
を
否
定1足
。
こ
の
ほ
か
、
本
件
判
決
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
の

g
巳
の
責
任
に
つ
い
て
の
判
示
部
分

で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
。
g
E

は
一
九
六
O
年
一
O
月
に
回
向
。
宵
宮
の
取
締
役
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
回
需
の
町
民
凶



の
証
券
の
登
録
に
関
与
し
た
顧
問
法
律
事
務
所
に
所
属
し
て
お
り
、
こ
の
間C
E
己
は
、
宮
吋
の
｝
戸
時
山
田
の
一
九
五
九
年
の
株
式
発
行
お

よ
ぴ
一
九
六
一
年
一
月
の
当
R
E
E

の
発
行
の
た
め
に
登
録
届
出
書
を
起
草
し
た
ほ
か
、

社
債
の
発
行
の
た
め
に
登
録
届
出
書
を
起

草
し
た
。
こ
れ
ら
の
登
録
届
出
書
の
作
成
の
準
備
段
階
に
お
い
て
は
、
の

B

己
と
証
券
発
行
引
受
業
者
の
顧
問
法
律
事
務
所
に
よ
る
分

業
が
行
な
わ
れ
た
も
の
の
、
登
録
届
出
書
の
作
成
段
階
に
お
い
て
は
、

C
S
E

が
専
ら
作
成
の
任
に
当
た
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
の

g

巳

の
責
任
に
つ
い
て
判
示
す
る
に
際
し
て
、
判
決
は
、
「
の
g

巳
の
相
当
な
注
意
を
払
っ
た
と
の
抗
弁

2
5

色
釘
8
8
a

え
8
8

）

を
考

え
る
に
当
た
っ
て
は
、
同
人
が
占
め
て
い
た
特
殊
な
地
位
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
登
録
届
出
書
の
作
成
に
最
も
直
接
に
関
与

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）

し
、
そ
の
正
確
さ
を
保
証
し
た
取
締
役
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
行
為
に
関
与
し
な
か
っ
た
取
締
役
に
要
求
さ
れ
る
の
を
相
当
と
す
る
合

(7
) 

理
的
調
査
を
越
え
る
調
査
が

C
S
E

に
要
求
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と
述
べ
た
。
以
上
を
要
約
す
る
と
、
本
件
判
決
が
意
味
す
る

こ
と
は
、
第
一
に
、
取
締
役
に
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
は
必
ず
し
も
同
一
で
は
な
く
、
注
意
義
務
が
向
け
ら
れ
て
い
る

対
象
へ
の
掛
か
り
合
い
の
程
度
に
応
じ
て
異
な
る
の
で
あ
り
、
第
二
に
、
そ
の
相
違
は
社
内
取
締
役
と
社
外
取
締
役
と
の
間
で
顕
著
で

あ
り
、
こ
れ
を
具
体
的
に
い
え
ば
、
役
員
な
ど
の
地
位
を
兼
務
す
る
社
内
取
締
役
は
、
会
社
の
業
務
に
つ
い
て
知
悉
し
て
お
り
、
ま
た

大
半
の
取
引
を
処
理
し
て
い
る
た
め
、
要
求
さ
れ
る
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
が
重
く
な
り
、
抗
弁
事
実
の
立
証
に
成
功
す
る
こ
と
が

極
め
て
困
難
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

。

句
。
日Aい
4
・
F
0
9
m
w
。
。
。m
v
m
o

さ
ら
に
一
九
七
一
年
八
月
二
六
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
東
部
地
区
連
邦
地
方
裁
判
所
（
巴
巳
サ
a
m
g
Z
血
盟
国
許
可
ぽ
件
。
。
母F
回
g
g
g

盟
国
主
$

a
z
g

吋
。
長
）
の
句
包
件4
・
F
g
m
g

ロ
o
g

回
ρ
巳
りE
S

け
の
。
弓
。gt
g

事
件
に
お
い
て
も
、
取
締
役
の
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
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に
は
差
異
が
あ
る
こ
と
が
、
重
ね
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。



F
0
9
m
g
u
m
w
g円
心
邑
匂
目
。
ロ
件
。
。
】

1旬
。
】19立
。
ロ
（
以
下
、F
o
g
s

と
呼
ぶ
）
は
一
九
六
八
年
八
月
一
九
日
か
ら
同
年
一
一
月
一
日
迄
を

期
間
と
し
て
、
H
W
O
H
E
ロ
g
F
2
5
5
0

。
。
宮
古g
一
可
（
以
下
、
開
。
ロ

g
g

と
呼
ぶ
）
の
普
通
株
式
一
株
に
対
し
、
H
A
O
P
言
。
の
転
換
優
先
株
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式
一
株
と
普
通
株
式
二
分
の
一
株
の
新
株
引
受
権
を
与
え
る
旨
の
公
開
買
付
（
宮
昆
需
品
書
）
を
行
な
っ
た
。
さ
て
、
出
。
ロ
自
5
0
は
、

火
災
保
険
お
よ
び
傷
害
保
険
を
業
と
す
る
会
社
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
州
保
険
委
員
会
に
よ
り
、
保
険
業
務
が
完
全
に
実
施
さ
れ
る

こ
と
を
担
保
す
る
の
に
十
分
な
剰
余
金
を
保
有
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
お
り
（
g
Q
丘
吋
a
m
R
Z
g
u

「
法
定
剰
余
金
」
と
仮
訳
す
る
て

剰
余
金
額
中
の
法
定
剰
余
金
を
上
回
る
部
分
は
、
俗
に
m
日

Z
g図
書
与

Z
a

（
「
任
意
剰
余
金
」
と
仮
訳
す
る
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
F
g
m
g

は
、
公
開
買
付
を
行
な
う
に
際
し
て
、

一
九
六
八
年
七
月
四
日
に
証
券
取
引
委
員
会
に
提
出
し
た
登
録
届
出

書
に
お
い
て
、
開
。
回
目
笹
口
8

が
保
有
す
る
処
分
可
能
剰
余
金
を
正
確
に
開
示
せ
ず
、

か
っ
F
0
2
8

が
開
。
ロ8
0
0

の
支
配
権
を
獲
得
し

そ
の
有
す
る
処
分
可
能
剰
余
金
を
獲
得
し
て
し

ま
お
う
と
の
意
図
を
有
し
て
い
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
完
全
か
つ
適
正
に
開
示
し
な
か
っ
た
。
か
く
て
、
こ
の
公
開
買
付
に
応
じ

た
後
に
、
H
W
O
E
S
gを
再
建
整
理
（
吋g
a
s
g
g

ロ
）
す
る
な
ど
の
方
法
に
よ
っ
て
、

て
問
。
E
5
0

の
株
式
を
処
分
し
た
p
w詐
等
が
、
右
登
録
届
出
書
に
は
重
要
な
事
項
の
虚
偽
記
載
と
欠
落
（
g
p
g
ユ
巴

g
M
m
g胃
o
宮
ロ
？

塁
。
5
9
E

。
吉
富
山
富
山
富
田
）
が
存
在
し
、
こ
れ
を
信
頼
し
て
株
式
を
処
分
し
た
た
め
に
損
害
を
蒙
っ
た
と
し
て
、

一
九
三
三
年
証
券
法
第

の
顧
問
弁
護
士
で
あ
る
同
包

g

（
以
上
、
い
ず
れ
も
取
締
役
）
お
よ
び
引
受
証
券
会
社
の
支
配
人
に
対
し
て
、

一
一
条
に
も
と
づ
き
、
F
g
m
g
お
よ
び
そ
の
ο
匡
忠
良
。
2

許
可
。
。B

－0
2

の
∞
宮
山
口
一
V
S
問
、
社
長
の
m
o
v
d
g
ユ
N

な
ら
び
に

F
g
m
g

損
害
賠
償
請
求
の
。
F
器

開
店
目
。
ロ
を
提
起
し
た
。そこ
で
、
取
締
役
等
は
、

一
九
三
三
年
証
券
法
第
一
一
条
ω
項
ω
号
ω
に
も
と
づ
き
、
相
当
な
注
意
義
務
を
尽

〈
し
た
と
の
抗
弁
を
主
張
し
た
と
こ
ろ
、
判
決
は
、
全
て
の
取
締
役
に
つ
い
て
、
こ
の
抗
弁
を
否
定
し
た
が
、
そ
の
際
、
次
の
よ
う
に

述
べ
て
、
社
内
取
締
役
で
あ
る
∞

g
z
z

高
お
よ
び
∞
o
y
d
gユ
N

の
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
を
区
別
し
た
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
点
に
つ
き
、
判
決
は
、
「
相
当
な
調
査
（
2
9
8
5
v
Z
E
2

在
哲
彦
己
お
よ
び
信
ず
べ
き
相
当
な
根
拠
（
g
g
g
m
z
o



M
3
5
品
S
F
F
4
0

）
の
内
容
は
、
個
々
の
取
締
役
の
掛
か
り
合
い
の
程
度
宮
高
『
g

。
片
山
口3
H
S
E
O
E）
、
専
門
的
知
識
（
自
宮
三
国
＠
〉
お

よ
び
必
要
な
情
報
へ
の
接
近
（
2
8
m
m）

の
程
度
に
よ
っ
て
異
な
る
。
あ
る
取
締
役
に
と
っ
て
相
当
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
立
場

〈
口
）

（
哲
也
管
ロ
）
が
違
う
な
ら
ば
、
他
の
取
締
役
に
と
っ
て
は
相
当
で
な
い
こ
と
も
あ
り
得
る
じ
と
述
べ
て
い
る
。

付
開
F
m
v
ロ
N
P
c
p
m。

一
九
七
三
年
二
一
月
二
六
日
の
連
邦
第
二
巡
回
控
訴
裁
判
所
（
口
巳
宮
仏mg
g
由
。
。
ロ
ユ
a
E

宮
島
・
m
o
g
E
G
2
5

）

早
自
己
。
。
・
事
件
も
、
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
を
認
め
た
判
決
で
あ
る
。

の
F
R
H
N
P
4・

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）

木
件
で
は

一
九
六
一
年
夏
に

F
H
C
F江
∞
。
。g
可
戸
目
立
。
口
。
。
与
。

g
t
。
ロ
（
以
下
、
出
号
。
耳
目
田
と
呼
ぶ
。
な
お
、
こ
の
会
社
は
前
出
の

国
R
C
V
吋
山
田
と
同
一
で
あ
る
。
）
が
ビ
リ
ヤ
ー
ド
台
の
製
作
を
業
と
す
る
〈
片
付
。
吋
田
口

E
E
C

。
宮
匂
g

吋
（
以
下
、
ヨ
ロ
ぎ
『
と
呼
ぶ
）
の
買
収

を
企
て
、
同
年
夏
よ
り
秋
に
か
け
て
〈
目
。
宮
吋
を
代
表
す
る
会
計
士
と
宮
、
吋
（

H
Z
m
を
代
表
す
る
財
務
担
当
役
員
（

ο匡
民
営

B
o
z
－

。
回
S

吋
）
と
の
間
で
突
渉
が
持
た
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
書
類
や
数
値
が
突
換
さ
れ
た
上
で
口
頭
に
よ
る
調
査
が
行
な
わ
れ
た
が
、
切
足
。
可
ぽ

の
社
外
取
締
役
で
あ
る
の
己
O
B
9

ロ
（
被
控
訴
人
）
は
右
交
渉
に
は
全
く
関
与
せ
ず
、ま
た
こ
の
交
渉
が
持
た
れ
た
こ
と
を
全
く
知
ら
な

か
っ
た
。
同
年
一
一
月
上
旬
に
こ
の
買
収
計
画
は
取
締
役
会
で
承
認
さ
れ
た
が
、
の
己
0
5
8

は
こ
れ
に
参
加
せ
ず
、
結
局
、
彼
が
こ

の
買
収
計
画
を
知
っ
た
の
は
、
郵
送
さ
れ
て
き
た
取
締
役
会
の
議
事
録
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
れ
を
知
る
迄
は
、
取
締
役
と
し
て
の
活

動
を
全
く
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
〈

w
g
吋
の
唯
一
の
株
主
で
あ
る
F
O
ロ
g

一
族
に
対
し
て
〈
w
g
H・
の

株
式
と
交
換
に
E
H
C
可
肢
の
株
式
を
交
付
す
る
契
約
が
、
取
締
役
会
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
、
こ
の
決
議
に
は
の
。
目
。B
S

も
出
席
し

て
い
た
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」
の
契
約
は

一
九
六
一
年
一
一
月
二
七
日
に
調
印
さ
れ
、
一
二
月
一
四
日
に
締
め
切
ら
れ
た
が
、
。
。
－OE
m
g

は
こ
れ
に
全
く
関



与
し
て
い
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、

F
S
S

等
は
〈
答
。
吋
の
株
式
と
交
換
に
切
号
。
宵
宮
の
株
式
を
取
得
し
た
が
、

一
九
六
二
年
一
O
月
二
九
日
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に
至
り
、
宮
句
。
可
山
田
は
破
産
法
第
一
一
ヰ
早
に
も
と
づ
く
債
務
整
理
を
裁
判
所
に
申
請
し
た
た
め
、

F
S
S

等
は
切
R
C
宵
宮
の
破
産

管
財
人
（
可
5
2
0

日
ロ
ゲS
宵

8
5

可
）
に
対
し
て
株
式
交
換
の
契
約
の
取
消
を
主
張
す
る
訴
（g
m
a
m
a
s
s
g
o
ロ
）
を
提
起
し
た
が
、
請
求

を
斥
け
ら
れ
た
た
め
、
破
産
管
財
人
に
対
し
て
一
O
万
ド
ル
を
支
払
っ
て
株
式
の
返
還
を
受
仇
問
。

そ
こ
で
、
F
S
S

等
が
、
岡
山
‘
円
。
F
Z
m

の
役
員
や
取
締
役
で
あ
っ
た
者
に
対
し
て
、

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
（
∞
8
5
5
p
a

o
y
g
m
o〉
$
）
第
一
O
条
ω
項
お
よ
び
こ
れ
を
受
け
て
作
成
さ
れ
た
－
証
券
取
引
委
員
会
規
則
（p
g
号
富
国
一
内
各
自
問
。C
O
S
E
富
山S
E
F

）

一O
ω
1
5
に
も
と
づ
く
損
害
賠
償
責
任
追
及
の
訴
を
提
起
し
た
の
が
原
審
で
あ
り
、
上
告
審
で
あ
る
本
件
で
は
、
国
内
肖
C
H弓
ぽ
の
取

締
役
中
、
社
外
取
締
役
で
あ
っ
た
の
♀
。5
8

の
責
任
だ
け
が
争
わ
れ
て
い
る
。

A
け
m
F色
目
ず
。
ロ
ロH
9
4司
同
回
目
崎
。
吋
笹
口
可
唱
。
話
。

P

《
出
店
。
許
可
。
吋
宮
缶
詰
。
許
可

V
M可

5
0
c
m
o
a
g

吋

g
g
g
s
E

巴
B
E
g
s

－
日
々
。
同
宮gg
g
Z
8
5
B
2
8
2

え

S
O
S

笹
山H
P
。
吋
。
同S

可
崎
忠
臣
許
可
。
同PP
M可

一
九
三
四
年
証
券
取
引
所
法
第
一
O
条
本
文
は
、

図
。
立
。
ロPH
m
o
o
g・笠o
m
O
M
O
F
P
H
H

向
。
：
：
：3

（
「
直
接
ま
た
は
間
接
に
、
州
際
通
商
、
郵
便
、
あ
る
い
は
連
邦
証
券
取
引
所
の
施
設
の
利
用
に
よ
っ
て
以

下
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
は
何
人
に
と
っ
て
も
違
法
で
あ
る
。
」
）
と
規
定
し
て
お
り
、
同
条

ω
項
は
、
ε
J門
。
g
o

。
H
1
0
5
M
V
F
U
J

ぽ

。
。
ロ
ロ
。
。
件
目
。
ロ

d
Z
5
5
0
H記
号
｝M
m
p
m
o
s
s
－
。
。
同m
g
可
ω
。
。
ロ
ユ
許
可
宮
崎
山
巳

2
0

品
。
ロ
m
w
ロ
与
問
。
ロ
巴
由
。
。
ロ
】

1日
許
可OM
O
F
m
E
向
。
。
吋
。
ロM
1
m
o
o
ロ
ユ
許
可

問
。
砕
き
志
向
日
忠
良a
・
m
g
可
自

g
e
己
主
回4
0
2

含
g
H
込
山4
0

宏
司
日8
2
8

口
付
ユg
ロ
s
z
g
E
5
4
8
t

。
ロ
。
片
言
。F
Z
H
o
m
s
島

吋
O
同
区
宮
立
。
g
m
v

回
答
。
。
。
E
E

ぽ
巴
。
ロ
宮
内V
M
1胃
。
図
。
吋5
0
9
m
ロ
。
8
m
m
p
吋
可
。
】1
9
H
｝
胃
。
宵
宮
芯
宮
吾
＠
旬
ロ
ヴ
ロ
0

山
口Z
H
1
0
m
件
。
吋
崎
。H・
p
o

同
》
円
。
g
a
z
ロ
。
同
E
d
S
z
a
－
－
w

（
「
証
券
取
引
委
員
会
が
公
益
な
い
し
投
資
家
の
保
護
の
た
め
に
必
要
ま
た
は
適
当
と
認
め
て
定
め
る
規
則
お
よ
び
細

則
に
違
反
し
て
、
連
邦
証
券
取
引
所
に
登
録
さ
れ
て
い
る
証
券
ま
た
は
登
録
さ
れ
て
い
な
い
証
券
の
買
付
ま
た
は
売
却
に
際
し
て
、
価
格
操
縦
を
行
な



A
U
V
 

っ
た
り
詐
欺
的
手
段
あ
る
い
は
詐
欺
的
術
策
を
用
い
る
こ
と
。
」
）
と
規
定
し
て
お
り
、

証
券
取
引
委
員
会
規
則
一
O
ω
1
5
の
本
文
は
、
公
同
甘

m
F巴
H
H話
回
出

F
d
q
E－
同
。
吋g
吋
旬
。
塁
。
P

円
四
日
5
0

許
可
。
吋
古
島
町2
2
υコ
ず
可
5
0
5
0

。
同
S
υ
1
E
g
g

ミ

Z
E
E
E
g
g

－
日
々
。
片
山
ロ
ヤ

角
界
$
0
8
5
E
2
8

・
。
吋
。
同
吾
。
白
色Z
2

。
同
S

可
営
。
同
日
日
付

υ
1
a
oロ
可
ロ
己
目
。
ロ
色
m
o
g
－
t
o
m
o
M
O
F
S向
。
・3

（
「
直
接
ま
た
は
間
接

に
、
州
際
通
商
、
郵
便
、
あ
る
い
は
連
邦
－
証
券
取
引
所
の
施
設
の
利
用
に
よ
り
以
下
の
各
号
に
掲
げ
る
行
為
を
す
る
こ
と
は
何
人
に
と
っ
て
も
違
法
で

あ
る
。
」
）
と
規
定
し
、ω
項
は
、
去
、
吋
一
。
白
色

8
0
H
q
c
E
2
0
m
g
g
g
o
E
え

g
m
H
Z
Z巳
同
p
o
H
2
。
百
円
酔
件
。
巳m
5
0
m
H
E
m－Z
江
巳
皆
与

ロ

2
0
m
g
q
z
。
E
S
S
E
P
W
0
5
0
$
$
o
E
S
E
E
m
w

品
。
・
宮S
。
ロ
向
｝
与
え5
0
0
可
2
5
m
g
H
H
O
O
mロロ
門
問
。
吋
当
E
o
v
p
o
M
可
場
向
。

宮
内
包
！
タ
ロ
己
臣
官HO
N
E－
宮
崎
：
：
：
＼
．
（
「
重
要
な
事
実
に
つ
い
て
の
不
実
の
表
示
を
し
た
り
、
表
示
が
な
さ
れ
た
状
況
の
も
と
で
表
示
を
誤
解
に
導
く

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）

よ
う
な
も
の
と
し
な
い
た
め
に
必
要
な
重
要
な
事
実
の
表
示
を
省
略
す
る
こ
と
、
」
）
と
規
定
し
て
い
る
。

判
旨
は
、
。
。
－05
8

ー
は
、
原
告
等
に
対
し
て
な
さ
れ
た
詐
欺

ε
8
8
2
8）
に
参
画
し
た
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
こ
れ
を
知
っ
て
い

た
わ
け
で
も
な
く
、
さ
ら
に
は
原
告
等
に
対
し
て
伝
達
し
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
原
告
等
に
対
す
る
伝
達
を
差
し
控
え
た
わ
け
で
も
な

い
の
で
あ
っ
て
、
結
局
。
。
－0
5
9

ロ
は
、

J
1目
。Z
H
・
に
つ
い
て
、
何
等
行
な
う
こ
と
が
な
か
っ
た
と
認
定
し
た
上
で
、
お
よ
そ
取
締
役
た

る
者
は
、
会
社
に
つ
い
て
の
重
要
な
新
事
実
や
反
対
事
実
を
常
に
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

。
。H
O
S
9ロ
は
こ
の
義
務
を

充
分
に
尽
く
し
て
お
り
、

ま
た
の
。
H
O
E
Sが
宮
‘
円
。
宵
宮
と
F
g
s

一
一
族
と
の
間
の
交
渉
が
詐
欺
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
な

〈
お
）

に
も
と
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
認
定
し
、
さ
ら
に
、

か
っ
た
こ
と
は
、
故
意
や
無
関
心

（
円2
5
0
E
）

。
。
目
。
目
。
ロは
取
締
役
と
し
て
の

資
格
に
お
い
て
も
、

ま
た
本
件
取
引
に
参
画
し
な
か
っ
た
者
と
し
て
も
、

切
m
w吋
A
U
F
Z
mの
株
式
の
将
来
の
取
得
に
対
し
て
全
て
の
重
要

な
情
報
や
反
対
情
報
が
伝
達
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
請
け
合
う
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
、
。
。

H
O
B
S－

が
同
町
。
宮
司
等
に
よ
っ
て
原
告
等
に
伝
達
さ
れ
て
い
な
い
情
報
を
原
告
等
に
伝
達
す
べ
き
義
務
を
負
う
も
の
で
は
な
い
し
、
ま
た
原
告

等
に
対
し
て
な
さ
れ
た
詐
欺
の
脅
助
者
で
も
教
唆
者
で
も
な
く
、
ま
た
共
謀
者
で
も
な
い
こ
と
に
よ
る
、
と
判
示
し
た
。
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き
る
社
内
取
締
役
と
比
べ
て
、

本
件
判
決
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
社
外
取
締
役
は
、
社
内
取
締
役
と
違
っ
て
情
報
に
近
づ
き
に
く
い
の
で
、
十
分
に
情
報
を
収
集
で

よ
り
低
度
の
注
意
義
務
の
履
行
し
か
要
求
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
ら
印
。

466 

帥

取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
と
冨

a
o
H
F
包
同
居
留
の
。
弓
。
E

ロ
g
k
p
a

の
対
応

以
上
で
述
べ
た
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
で
は
、

コ
モ
ン
・
ロ
l
上
、
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
が
確
立
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
そ
の
内
容

は
、
取
締
役
の
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
は
、
当
該
取
締
役
が
有
す
る
専
門
的
知
識
や
会
社
業
務
へ
の
掛
か
り
合
い
の
程
度
、お
よ
び

会
社
の
資
料
や
情
報
へ
の
接
近
の
程
度
等
に
よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

近
時
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
は
一
般
的
に
肯
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、

k
p自
s
r
p
ロ
国
内
弓
〉
畠
？

旦
m
・2
8

が
作
成
し
た
冨
a
o
H
出
口
白
山
口
。
誌
の23
5
2
8
k
p
a
の
第
三
五
条
は
一
九
七
四
年
に
改
正
さ
れ
て
、
d
r
島
町
S
S
M
－
a
F
P
H
H

H
V
O一足
。
】
1
B
V
宮
内
同
・
ロ
2
0
m
n
m
M
W缶
詰
色
。
】1
：
：
：
司
詳F
m
c
o
F
S】1
0
9
m
p
H
H

。
昆
一Z
m
w
H
1
吋
喝
さ
’
品
。
ロ
け
旬
。
塁
。
ロ
宮
。
ロ

W
O
H
5
m
w

目
立
。
ロd
g

巳
仏

ロ
窓
口
ロ
色
白
忠
臣
出
m
H
O
同
月
口
百
四
件
笹
口

g
m
・3

（
「
取
締
役
は
、
同
様
な
地
位
に
あ
る
通
常
の
用
心
深
き
を
有
す
る
者
が
、
類
似
し
た
状
況
の
も
と
で
用

<nv

い
る
よ
う
な
注
意
を
も
っ
て
、
そ
の
取
締
役
と
し
て
の
職
務
を
遂
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
）
と
な
っ
た
が
、
そ
の
改
正
理
由
の
説
明
に
お
い

て
、
「
d
E
S
E

宮
山H
m‘吋
ο
可
g
B
E
m
g
o
o
m－
－
と
い
う
文
言
は
、
特
定
の
取
締
役
が
も
っ
て
い
る
特
別
の
背
景
や
資
格
は
、その
取
締
役

の
会
社
の
業
務
の
運
営
に
お
け
る
地
位
（
ま
た
は
そ
の
よ
う
な
地
位
を
有
し
な
い
こ
と
）
と
同
様
に
、
そ
の
取
締
役
が
特
定
の
問
題
に
つ
い

て
負
う
責
任
を
、
他
の
取
締
役
が
負
う
責
任
と
峻
別
す
る
た
め
の
尺
度
と
な
る
と
い
う
事
実
を
意
味
す
る
。
」
と
述
べ
て
、
同
条
が
、
取

締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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）
M
∞
ω
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－
m
d
H
V
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・
8
M

（ω
・
ロ
－Z・
ペ
・5
0
∞
）

（2
）
日
本
証
券
研
究
所
編
外
国
証
券
関
係
法
令
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「
ア
メ
リ
カ
I

」
参
照
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別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
社
の
業
務
は
取
締
役
会
に
よ
っ
て
経
営
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
）
と
定
め
て
い
た
．

し
か
し
、
近
時
に
至
り
、
会
社
に
常
勤
す
る
の
で
は
な
い
社
外
取
締
役
を
導
入
す
る
の
が
適
切
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
一
般
的
に
承

認
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
で
は
、
社
外
取
締
役
を
果
た
す
べ
き
役
割
と
し
て
、
会
社
経
営
の
遂
行
に
対
す
る

監
督
機
能
が
要
請
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
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こ
の
よ
う
な
傾
向
を
反
映
し
て
、

冨
。
品
。
戸
田
口
回
目
ロ

g
a
c
。
吋
旬
。
】
1
9
t。ロ
k
p
o仲

の
第
三
五
条
は
、
一
九
七
四
年
に
改
正
さ
れ
、
a
k
pロ

。
。
弓
。g
g
H
5
4司2
m
m
F巴
回
目
）
。
。Ms
a
m
a
σ
可
。
H
1
口
出
血
⑦
吋2
5
2

日
許
可
。
円s
ι
5
0
t
g
z
o
m
m
g

品
。
同
包
g
a
m
v
g
H
1
H
5
5
位
。
ロ

m
F巴
－
Z
E
S

阿
世
間
色
ロ
E
a

缶
詰
己
目
。
ロ
。
円
p
σ
。
局
内
目
。
同
《
出
店
主
。

2
0
M
g
H
）
け
m
m
g
m
q
σ。。
5
2
4
1
m
m
w胃
。
4
5
0仏
宮
笹
山
m

〉
a

s
P
O
O
H
－E
己
g

え
宮
。
。
弓
。H・P
E。
ロ
・3

（
「
本
法
ま
た
は
基
本
定
款
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
会
社
の
全
て
の
権
能
は
、
取
締
役
会
に

よ
っ
て
、
ま
た
は
取
締
役
会
の
権
限
に
も
と
づ
い
て
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
会
社
の
業
務
は
取
締
役
会
の
指
揮
の
も
と
に
経
営
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
」
）
と
規
定
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。ア
メ
リ
カ
法
曹
協
会
の
会
社
・
銀
行
お
よ
び
事
業
法
部
会
の
会
社
法
委
員
会
（
g
s
E

否
。

S
C

詩
句
。E
S
S
U
d
S
F
o
s
s
a
c

。
『
宮
店
丘
。
P

出
8
5

認
伊
豆
国
信
回
目g
g
F
9
4
F
〉
目
。
号
S
F

吋
〉
田
8
0
E
S
S
）
が
一
九
七
六
年
に
作
成

(3
) 

一
九
七
八
年
に
改
正
し
た
「
会
社
取
締
役
の
指
針
合
号
。
。gg

口
町
宮
古
号
。
旦

r
z

岳
）
」
は
、
こ
の
よ
う
に
変
化
し
て
き
た
取
締

し役
の
機
能
を
遺
憾
な
く
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
、
推
薦
委
員
会
（
S
E
E
s
a
8
5
5
5
8

）
、
報
酬
委
員
会
（8
5

宮
ロ
富
氏
自
g
E
S
5
0
0
）
、

お
よ
び
監
査
委
員
会
（
E
g
g
s
E
5
8

）
な
ど
を
取
締
役
会
の
委
員
会
と
し
て
設
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
委
員
会
を
設

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
正
な
監
督
が
担
保
さ
れ
る
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
委
員
会
が
果
た
す
役
割
を
概
観
す
る
と
、
推
薦
委
員
会

は
、
取
締
役
会
に
対
し
て
取
締
役
会
の
欠
員
を
満
た
す
べ
き
候
補
者
を
推
薦
す
る
の
が
そ
の
責
務
で
あ
り
、
報
酬
委
員
会
は
、
上
級
経

営
陣
（
窓
口
同ss
s
a
o
g
g

仲
）
の
報
酬
の
取
り
決
め
に
承
認
を
与
え
る
の
が
責
務
で
あ
り
、
監
査
委
員
会
は
、
株
主
を
代
表
す
る
取
締

役
会
と
外
部
監
査
人

S
P
宮
E
S

砕
き
舎
。
『
）
と
の
間
の
意
思
疎
通
媒
体
〈g
E
S
S
g

氏
自
民
口
付
）
と
し
て
、
的
会
社
の
外
部
監
査
人



と
な
る
べ
き
者
を
推
薦
す
る
こ
と
、
助
外
部
監
査
人
と
監
査
計
画
を
協
議
す
る
こ
と
、
け
外
部
監
査
人
と
協
議
し
て
、
外
部
監
査
人
に

よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
監
査
報
告
書
な
ど
を
吟
味
す
る
こ
と
、
お
よ
び
付
内
部
管
理
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
を
外
部
監
査
人
と
協
議

し
、
必
要
に
応
じ
て
内
部
監
査
人
と
も
協
議
す
る
こ
と
、
が
そ
の
責
務
で
あ
る
。

そ
し
て
、
会
社
法
委
員
会
は
、
監
査
委
員
会
に
つ
い
て
相
違
責
任
の
原
則
が
適
用
さ
れ
、
監
査
委
員
会
に
所
属
す
る
取
締
役
と
し
て

の
責
任
を
適
正
な
も
の
と
す
る
の
に
役
立
つ
と
し
て
い
る
。

アメリカ法における取締役の相違責任の原則（並木）
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E
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）
叶
Z
0
4
2
i
g
g
g
g

目
立o
g
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s
z
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口
町
S
S
E
－
ω
串
切
E

－
U
司
・

5
s
－
E
S
・

四

日
本
法
と
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則

！
ー
ー
ま
と
め
に
代
え
て
・
｜
｜

日
本
法
の
も
と
で
も
、

ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
と
同
じ
よ
う
な
理
解
に
も
と
づ
く
と
思
わ
れ
る
判
決
や
見

解
が
存
在
す
る
。

す
な
わ
ち
、
札
幌
地
方
裁
判
所
昭
和
五
一
年
七
月
三
O
日
判
決
は
、
代
表
取
締
役
が
放
漫
経
営
を
行
な
い
、
支
払
の
見
込
が
な
い
の

に
も
拘
わ
ら
ず
約
束
手
形
を
振
出
し
た
た
め
、
代
表
取
締
役
の
責
任
と
平
取
締
役
の
監
視
義
務
違
反
の
責
任
が
商
法
第
二
六
六
条
ノ
三469 

に
よ
っ
て
追
及
さ
れ
た
事
案
に
関
す
る
が
、
判
決
は
、
平
取
締
役
の
監
視
義
務
違
反
の
責
任
を
判
断
す
る
に
際
し
て
、
「
現
行
商
法
上
、



代
表
権
限
を
有
し
な
い
取
締
役
は
、
取
締
役
会
の
構
成
員
と
し
て
同
会
を
通
じ
て
代
表
取
締
役
の
業
務
執
行
に
対
す
る
監
督
の
義
務
を

負
う
だ
け
で
な
く
、
取
締
役
会
に
上
程
さ
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
も
、
自
ら
同
会
に
付
議
す
る
な
ど
し
て
代
表
取
締
役
を
監
視
す
る
義
470 

務
が
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
か
し
、
代
表
取
締
役
の
業
務
の
全
て
に
つ
い
て
、
そ
の
監
督
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
は
、
事
実

上
不
可
能
で
あ
る
か
ら
、
代
表
取
締
役
の
任
務
違
反
行
為
の
全
て
に
つ
き
、
取
締
役
が
監
視
義
務
違
反
の
責
任
を
問
わ
れ
る
わ
け
で
は

な
く
、
取
締
役
会
に
上
程
さ
れ
な
い
事
項
に
つ
い
て
は
、
代
表
取
締
役
の
業
務
活
動
を
知
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
な
ど
の
特
段
の
事
情

が
あ
る
場
合
に
か
ぎ
っ
て
認
め
ら
れ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
判
示
し
て
、
平
取
締
役
の
監
視
義
務
違
反
の
責
任
を
否
定
し
て
い

る
。わ

が
商
法
典
は
昭
和
五
六
年
に
改
正
さ
れ
、
こ
れ
に
伴
っ
て
商
法
特
例
法
も
改
正
さ
れ
た
が
、
そ
の
第
一
八
条
は
、
大
会
社
に
お
い

て
は
複
数
の
監
査
役
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
そ
の
う
ち
か
ら
常
勤
監
査
役
が
互
選
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
規
定

し
て
い
る
。

そ
こ
で
、
非
常
勤
監
査
役
と
常
勤
監
査
役
と
の
間
で
、
そ
の
負
う
べ
き
責
任
に
つ
い
て
差
異
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る

が
、
監
査
役
が
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
（
無
過
失
）
こ
と
の
立
証
に
関
し
て
、
「
常
任
監
査
役
に
お
い
て
は
、営
業
時
間
中
、

常
時
、
監

査
で
き
た
の
に
も
拘
わ
ら
ず
、
な
お
適
切
な
監
査
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
非
常

の
間
で
、
注
意
義
務
の
履
行
の
程
度
、 か

な
り
困
難
な
立
証
の
負
担
を
負
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
し
て
、
非
常
勤
監
査
役
と
常
勤
監
査
役
と

し
た
が
っ
て
、
責
任
の
有
無
に
差
異
が
あ
る
と
す
る
見
解
が
存
在
す
る
。

勤
監
査
役
に
比
し
て
、
実
際
上
は
、

こ
の
よ
う
に
、
「
取
締
役
の
相
違
責
任
の
原
則
」
は
、
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
に
お
い
て
も
認

め
ら
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
日
本
の
監
査
役
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。

(1
) 

判
例
時
報
八
四
O
号
一
一
一
頁
。



（2
）
元
木
「
改
正
商
法
逐
条
解
説
」
三O
一l
1

三
O
二
頁
。

付
記

F
H・9
ユ
m
Q
8
・
3
日H
Q
F

お
よ
び

F
g
s
p
a
o

に
つ
い
て
は
、
山
村
忠
平
教
授
「
社
外
取
締
役
の
法
的
責
任
」
青
山
法
学
論
集
二

一
巻
第
三
・
四
合
併
号
八
九
ペ
ー
ジ
、
並
木
俊
守
教
授
「
ア
メ
リ
カ
の
社
外
取
締
役
の
義
務
と
責
任
」
日
本
法
学
第
四
六
巻
第
二
号
一
四
三
ペ
ー
ジ

で
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

F
H
・9
号
。
伊
習
に
つ
い
て
は
、
神
崎
克
郎
教
授
「
取
締
役
制
度
論
」
三
O
一
ペ
ー
ジ
以
下
に
詳
し
い
判
例

評
釈
が
あ
る
。
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